
函館市社会体育関係派遣補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は，スポーツ団体および個人のスポーツ活動を助長し，もって本市の

スポーツ振興を図るため，全国大会の派遣事業（以下「派遣事業」という。）に対す

る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金を交付する派遣事業は，次の各号に掲げる大会への派遣とする。 

（１）小学生，中学生にあっては，公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体もしくは

日本スポーツ少年団またはこれらの加盟団体が主催する全国大会 

（２）高校生にあっては，公益財団法人全国高等学校体育連盟または公益財団法人日

本高等学校野球連盟が主催する全国大会 

（３）国民スポーツ大会 

（補助対象および補助金額） 

第３条 補助算定の対象となる人数および対象者等は別に定めるものとし，補助金額に

ついては，次の各号に掲げるものとする。ただし，補助対象事業が渡島管内で開催さ

れる場合は補助対象外とする。 

（１）全国大会に出場する個人は１０，０００円。 

（２）全国大会に出場する団体は１人１０，０００円。ただし，２００，０００円を

限度とする。 

（３）全国大会が北海道で開催される場合は，前各号の金額の２分の１とする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は，函館市

社会体育関係派遣補助金交付申請書（別記第１号様式）および補助事業等の収支予算

書（別記第２号様式）に，次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）大会要項等大会の詳細が分かる資料 

（２）その他市長が必要とする書類 

（補助金の交付の決定） 

第５条 市長は，前条の規定による申請があったときは，当該申請に係る書類の審査に

より，当該申請の内容を調査し，補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の調査により補助金を交付すべきものと認めたときは，予算の範囲内

で，速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 

３ 市長は，第１項の調査により補助金を交付することが適当でないと認めるときは，

速やかに補助事業者に函館市社会体育関係派遣補助金否交付通知書（別記第３号様式）

により通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 



第６条 市長は，補助金の交付を決定する場合において，補助金の交付の目的を達成す

るため，次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）派遣事業の内容の変更または派遣事業に要する経費の配分の変更（市長の定め

る軽微な変更を除く。）をする場合においては，市長の承認を受けるべきこと。 

（２）派遣事業が中止される場合においては，市長の承認を受けるべきこと。 

（３）派遣事業が予定の期間内に完了しない場合または派遣事業の遂行が困難となっ

た場合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

２ 前項各号に定めるもののほか，市長は，補助金の交付の目的を達成するため必要と

認める条件を付することができる。 

（決定の通知） 

第７条 市長は，補助金の交付の決定をしたときは，速やかにその決定の内容およびこ

れに条件を付した場合には，その条件を補助事業者に函館市社会体育関係派遣補助金

交付決定通知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は，前条の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る

補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは，文書によ

り当該補助金の交付申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは，当該申請に係る補助金の交付の決

定は，なかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は，補助金の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは，補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し，ま

たはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができるものとし，補

助事業者に対し，函館市社会体育関係派遣補助金交付決定取消し（変更）通知書（別

記第８号様式）により通知するものとする。ただし，派遣事業のうち既に経過した期

間に係る部分については，この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は，次に

掲げる場合に限るものとする。 

（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により派遣事業の全部

または一部を継続する必要がなくなった場合 

（２）補助事業者が派遣事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分

以外の部分を負担することができないことその他の理由により派遣事業を遂行す

ることができない場合（補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 第７条の規定は，第１項の規定による取消しまたは変更をした場合について準用す

る。 



（補助金の交付） 

第10条 補助金は，第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとす

る。ただし，市長は，派遣事業の遂行上必要があると認めたときは，概算払をするこ

とができる。 

２ 前項ただし書きの規定による概算払の手続等は，市長が定める。 

（派遣事業の遂行） 

第11条 補助事業者は，補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に従い，派

遣事業を行わなければならない。 

（状況報告等） 

第12条 市長は，派遣事業を円滑適正に行わせる必要があると認めるときは，当該派遣

事業の遂行の状況に関し，補助事業者に報告を求め，または調査をさせることができ

る。 

（派遣事業の遂行等の命令） 

第13条 市長は，前条の報告または調査により，派遣事業が補助金の交付の決定の内容

またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは，補助事業者に対

し，これらに従って当該派遣事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 市長は，補助事業者が前項の命令に違反した時は，当該補助事業者に対し，当該派

遣事業の遂行を一時停止し，ならびに当該派遣事業に係る補助金の交付の決定の内容

およびこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとるべ

きことを命ずるものとする。 

３ 市長は，前項の命令をする場合においては，補助事業者が市長の指定する期日まで

に補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合させるための措置をとら

ないときは，第17条第１項の規定により当該補助金の交付の決定の全部または一部を

取り消す旨を併せて通知するものとする。 

（実績報告） 

第14条 補助事業者は，派遣事業が完了したときは，３０日以内に函館市社会体育関係

派遣補助金出場報告書（別記第９号様式）および補助事業等の収支決算書（別記第２

号様式）に，次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

（１）大会結果一覧等，大会結果の状況がわかる書類 

（２）出場者名簿（選手，監督およびコーチの氏名が記載されたもの） 

（３）補助対象事業に係る経費のうち，補助金交付決定額以上の支出を確認すること

のできる書類。 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第15条 市長は，前条の規定による報告（以下「出場報告書等」という。）を受けた場



合においては，当該報告書等の書類の審査等により，当該報告に係る派遣事業の成果

が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうか

を調査し，適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定する。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の額を確定したときは，原則として出場報告書等

を受理した日から３０日以内に，その額を補助事業者に，函館市社会体育関係派遣補

助金の額の確定通知書（別記第１０号様式）により，通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第16条 市長は，出場報告書等により報告を受けた場合において，当該報告に係る派遣

事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認め

るときは，当該派遣事業につき，これらに適合させるための措置をとるべきことを当

該補助事業者に対して命ずることができる。 

２ 第14条の規定は，前項の規定による命令に従って行う派遣事業について準用する。 

（決定の取消し） 

第17条 市長は，補助事業者が，補助金を他の用途に使用し，その他派遣事業に関して

補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他この要綱またはこれに基づ

く市長の措置に違反したときは，補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すこ

とができる。 

２ 前項の規定は，派遣事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

３ 第７条の規定は，第１項の規定による取消しをした場合について準用する。 

（補助金の返還） 

第18条 市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，派遣事業の当該取消

しに係る部分に関し，既に補助金が交付されているときは，期限を定めて，その返還

を命ずるものとする。 

２ 市長は，補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額

を超える補助金が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとす

る。 

（延滞金） 

第19条 補助事業者は，補助金の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかった

ときは，納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については，当該納付した金額を控除した額）につ

き年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

（他の補助金の一時停止等） 

第20条 市長は，補助事業者が補助金の返還を命ぜられ，当該補助金または延滞金の全

部または一部を納付しない場合において，当該補助事業者に対して，他の派遣事業に



ついて交付すべき補助金があるときは，当該交付すべき補助金の交付を一時停止し，

または当該交付すべき補助金と返還を命ぜられた補助金または延滞金の未納付額とを

相殺することができる。 

（理由の提示） 

第21条 市長は，補助金の交付の決定の取消し，派遣事業の遂行もしくは一時停止の命

令または派遣事業の是正のための措置の命令をするときは，当該補助事業者に対して，

その理由を示さなければならない。 

（関係書類の備付け） 

第22条 補助事業者は，当該派遣事業について，帳簿その他の関係書類を備え，これを

整理しておかなければならない。 

２ 前項の書類については，当該派遣事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から

５年間保存しなければならない。 

（申請書等の様式） 

第23条 この要綱に定める申請書等の様式は，別に定める。 

（補則） 

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附則                                       

  この要綱は平成７年４月１日から施行する。                      

   附則                                       

  この要綱は平成７年７月１日から施行し，平成７年４月１日から適用する。        

   附則                                       

  この要綱は平成１１年４月１日から施行する。 

   附則                                       

  この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

    附則                                       

  この要綱は平成２６年７月１日から施行する。 

   附則 

  この要綱は平成２８年４月１日から施行する。                     

   附則 

  この要綱は平成３０年４月１日から施行する。                     

   附則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。                     

   附則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 



附則 

この要綱は令和６年４月１日から施行する。



 派遣事業に対する補助金交付要綱の取扱いについては次のとおりとする。 

 

◎補助算定基準 

 ・補助算定の対象人数 ・登録選手および監督，コーチ各１人を含む。 

ただし，国民スポーツ大会は，公益財団法人 北海道スポー

ツ協会から通知のあったものとする。 

 ・補助算定の対象範囲 ・出場資格を得て全国大会に出場するものとする。 

・小学生，中学生は本市の学校に在籍するもの，または本市か

ら市外の学校に通学しているものとする。 

・高校生は本市の学校に在籍するものとする。 

・国民スポーツ大会は本市に在住するものとする。 

・団体の部と個人の部に重複して出場する場合は個人の扱いと

する。 

 

◎補助対象者      ・要綱第２条の補助対象事業における補助対象者は以下のとお

りとする。 

（１）の場合は，市内にある競技団体もしくは在籍する学校

とする。 

（２）の場合は，市内の高等学校とする。 

（３）の場合は，公益財団法人 北海道スポーツ協会から通

知のあったものとする。ただし，補助申請等について

は，補助対象者に代わり特定非営利活動法人 函館市

スポーツ協会が行うことができるものとする。



 


